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Ⅲ	 論文の要旨  
 
１．課題と方法  
米国では、1980 年代に教育の危機的状況を訴えた連邦報告書である『危機に立つ国家』

が出されて以降、教育改革の必要性が唱えられ、特に教員政策に重点が置かれてきた。優

秀な教員の確保と維持を目指し、教職の専門職化を図り多様な教員政策が重視されてきた。

また近年は、教育成果に対するアカウンタビリティを組織単位として学校に求める以上に、

生徒の学力テストスコアを教員評価へ活用するなど、各教員の責任を明確にし、個々にア

カウンタビリティを求める動きが広まりつつある。これは、米国に限ったことではなく、

グローバル化の時代、日本においても同様の教育改革が進められている。 
その一方で、教員評価の概念は、教職の専門職化の動きと共に成立し、発展してきたと

言われている。評定者の判断によって一方向的に下される教員評定に対し、批評価者であ

る教員の積極的で相互的な参加を通し、職能成長を促す活動の一部として実施される教員

評価は、教員に自発的な行動変容を求めるものである。 
	 そこで本研究では、米国公立学校の教員評価制度の史的変遷及び展開過程を整理検討し

た上で、同制度の今日的態様の分析を通して、米国公立学校教員評価制度の意義、特質及

び課題を明らかにすることを目的とする。その際、教員政策をめぐる全体背景を踏まえ、

教員評価制度に何が期待されどのように創設展開されてきたのか、その制度展開の分析を

通し、教員評価制度が専門職性にどのような影響を与えたのか考究することを意図してい

る。 
	 日本において、米国の教員評価を対象とした研究が散見される中、専門職性との観点か

ら分析した代表的な研究は、以下に示すものがあげられる。 
	 榊ら研究グループは、1980 年代の教育改革以降、展開された教員の資質向上を目指す教
員政策に着目し、その背景にある教職理論の変容の解明を試みてきた。給与問題、メリッ

ト・ペイやマスター教員の導入、具体的教員評価プロセス、教授法との関連性、評価手法

としてのチェックリストやポートフォリオ、評価プロセスへの教員参加など、1980 年代以
降議論されてきた教員評価に関わる個別的要素がとりあげられ、専門職性との観点から検
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討が加えられている。しかし、これら一連の研究は 1980 年代から 2000 年までの動向を対
象とした理論研究が中心であり、2002年に制定された NCLB法以降教員評価制度をめぐる
様相が大きく変化している点を踏まえると、2000 年代以降の教員評価政策を対象に、専門
職性との点からその特徴を分析する必要がある。 
	 また下村は、米国の教員給与制度との関わりから、勤務評定制度の成立と展開を明らか

にしている。素人委員会が行っていた教員の勤務評定を教育委員会などの専門家が実施す

るようになり、その方法も主観や印象を中心とした評定から、生徒の成業率などの客観的

測定が用いられるようになった。また、人事管理としての機能から勤務評定が重視され、

評定結果を給与の規定要因として活用することが期待された。さらに、職階制などの職責

に見合った報酬の提供など教員給与改革も勧められた。この動きに対し下村は、複雑化す

る教員の職務内容を、専門職としての教員の担当すべき業務と非専門職としての業務に分

化し、職責に応じた報酬を提供しようという政策的意図のもと教職の分化が提唱されたと

いう。職階制の提案は、専門職にふさわしい職務に従事している者にそれに応じた給与を

提供しようという考え方が背景にあると分析している点は興味深い。しかし、当時提案さ

れた職階制は教育業務を専門職としての業務と非専門職としての業務に分化するというも

のであり、今日提案されている管理業務の一環を担う新しい職責による職階制とは性質が

異なる。今日の教員評価制度改革において導入が進められる職階制がどのような特徴をも

ち、さらにそれが専門職性にどのような影響を与えているのか、今日的状況を踏まえ、教

員評価制度を専門職的観点から再分析する必要があるだろう。 
	 一方、教員の教員評価プロセスへの参加の一つの形態として注目される同僚支援教員評

価に着目した研究もある。高橋は、教員団体が、管理権の拡大を図るという点から専門職

化を図るのではなく、教育行政の雇用主体としての権限を前提とし、教員資質向上施策と

して同僚教員評価のイニシアティブを図ろうとしている点に特徴があると指摘している。

また、古賀は、同僚教員評価は、組合の主導で運営されており、従来型の教員評価に比べ

て、教員団体の意向が強く反映されうるという。同僚教員評価は一般教員に管理的業務の

一端を課すものであり、これまでの教員団体活動姿勢を変えるものであると特徴づけてい

る。いずれの研究も、教員団体と教育行政当局との権限関係の変容という観点から、同僚

教員評価制度を分析したものであり、教員の専門性や専門職化という点で同僚教員評価制

度がどのような特徴を有し、また教員文化にどのような影響を与えうるかという分析は十

分に行われていない。このように、日本国内において、米国の教員評価制度に関する研究

は一定の成果が見られる。しかし、キャリア・ラダーや業績報酬、専門職スタンダードの

導入やテストスコアをベースとする教育成果の追求など教員評価制度をめぐる今日的状況

を踏まえた上で、専門職性の観点から、教員評価制度がどのように創設され実施されてき

たのか、教員評価制度を総合的に分析するという点では十分ではない。 
	 米国においても、教員評価制度を対象とした多様な研究が発表されている。ストロング

らによる研究は、教員評価制度実施をめぐる政治的側面と教職の専門職性の関係性を明ら

かにしようとしたものである。教育政策を決定し、政策の実施を行う際に、教員や校長よ

りも、学区当局による権限が強いことを示し、学校改善や専門職性の向上、アカウンタビ

リティなどの根本的な問題は学校内外の利害関係者で交渉することによって、有意義な改

革が提供できると主張している。行政当局と教員の力量関係はより共同的で専門職的なも
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のへと変化させる必要があり、従来の一方向的な政策プロセスの政治的特性を把握し、意

見や関心を交換できる関係を構築することが効果的な教員評価制度の実施につながり、ま

た教職の専門職性の向上につながると主張している。教員評価制度をめぐって、教員や校

長の主張よりも学区当局主導で改革が進められてきたという実態を明らかにし、それを課

題視している点は、教育政策プロセスの政治的特徴を捉えるうえで参考になる指摘である。

しかし、決められた制度枠組みの中で、どのように運用され政策意図がどこまで反映され

ているのか、運用実態までは明らかにされていない。 
	 また、ハーベルソンらは、校長のリーダーシップに関する研究の一環として、教員評価

制度の実施を分析している。教員評価制度には、設計上、期待される形成的機能と総括的

機能の混在が見られる点を指摘した上で、想定されるよりも評価の実際は複雑であり、評

価者の自己判断に依拠される部分が多い点を課題としてあげ、効果的な教員評価制度の実

施は評価者の評価力量の保証が重要であることを指摘している。これらの指摘は、教員評

価制度の運用課題として、評価者の評価力量の妥当性を指摘している点で重要である。し

かし、誰が評価者となるべきかという点も含め、専門職性の観点から、評価者や評価のあ

り方を考察する点では不十分である。 
	 ダーリング・ハモンドは、80年代以降展開された米国の教育改革の特徴として、「教員の
専門職性と学校の再構造化」をあげ、「教育成果を直接的に測定する動き」につながる教育

の科学性への注目を指摘している。また、教育改革の多くが、有能な教員を採用、教育、

保有し、再構造化されたキャリアを通して教員らの知識や才能をよりよく活用することに

よって、教育の資質改善を図ろうとするものであり、そのあらゆる場面で教員評価の活用

が求められたことを明らかにしている。教員評価制度に、教職全体の質向上を企図した専

門職化を促す役割が課された点を指摘している。また、マクラフリンは、職能開発につな

がる教員評価プログラムを実施するためには、教員評価に対する教員の意識をいかに醸成

するかという組織改革が必要であり、評価過程への教員の参加を通した学校の再構造化の

実現を提唱している。これらの知見は、「専門職性を促す教員評価制度」の可能性を追求す

るという本研究の意図をサポートするものであり、本研究において重要なものである。し

かし、専門職化を促す教員評価制度がどのように運用され、その効果がどのように認識さ

れているのかなどその成果までは解明されていない。 
	 このように、日本、米国の双方において、教職の専門性や専門職性に与える影響を分析

した研究は各々一定の成果をあげているが、近年、キャリア・ラダーや業績報酬、専門職

スタンダードの導入やテストスコアをベースとする教育成果の追求などを背景に、米国の

教員評価制度をめぐる状況は急速に変化している。ところが、本研究で意図しているよう

な、教職の専門職性との関係を意識しつつ、教員評価制度の史的展開を整理した上で、そ

の今日的な制度実態を連邦及び州それぞれのレベルで検討するとともに、判例分析を通し

て関係当事者間の法的権限関係を明らかにし、かつ実際の運用実態にまで踏み込んで現行

の教員評価制度を考究した総合的かつ本格的な研究は、管見の限り、存在していない。 
	 上述した研究の目的と意図に接近するために、本研究では、次のような具体的な課題を

設定した。 
	 第一に、従来の教員評価制度の歴史を通観し、その制度的枠組みや特徴、内包される諸

問題を整理する。特に、教員の評価がスーパーヴィジョン機能の一環として実施されてい
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た時代以降、教員の能力測定が如何なる理論に基づき創設が進められてきたのか、またど

のようなアプローチが導入されて実施されてきたのかを明らかにする。 
	 第二に、教員評価の法制化には、連邦政府による教育政策への関与が影響を与えている。

特に 1980年代以降、連邦政府による教育政策への介入の動きは顕著である。そこで、各州
の教員評価制度成立の動きに連邦政府が如何に関わってきたのか、その経緯を踏まえつつ、

連邦による教員評価政策を分析する。 
	 第三に、連邦政府が積極的に教員政策に関与する契機となった The No Child Left Behind 
Act of 2001（NCLB）法以降の教員評価制度に着目し、その制度的特徴を分析する。NCLB
法以降、強力なイニシアティブのもと連邦教員政策が展開されている。また、第三者機関

による教職の専門職性を踏まえた教員評価モデルの提唱も見られ、教員評価制度をめぐる

様相が大きく変化した。そこで、連邦政府、第三者機関による教員評価政策を踏まえたう

えで、教員評価制度が如何に導入されたのかその展開過程を明らかにし、専門職性の観点

から教員評価制度の特徴を析出する。 
	 第四に、オバマ政権以降、各州の教育政策に対する連邦の外圧的統制が強められている。

特に、教員に学力成果に対するアカウンビリティを求める教員政策が推進される中で、関

連の連邦政策が専門職化を目指す教員評価制度に如何なる影響を与えたのか、その具体的

な展開過程と今日的態様を明らかにする。 
	 第五に、教員評価制度をめぐる訴訟事案の分析を通して、同制度の運用上いかなる問題

が惹起しているのかを明らかにするとともに、それら問題に関する法的な原理を解明し、

今日的な教員評価をめぐる関係当事者間の権限関係を整理する。 
	 第六に、教員評価制度改革の先進州であるミネソタ州を事例として取り上げ、その改革

の実相を明らかにし、同州教員評価制度改革の特徴を分析する。さらに、新しい教員評価

制度の運用実態を各学区の事例分析を通して解明した上で、ミネソタ州の教員評価制度の

特徴を明らかにする。 
	 そして、これら米国教員評価制度に関する分析の結果を基に、米国における公立学校教

員評価制度の意義、特質及び課題を踏まえた上で、専門職としての教員の評価制度のあり

方を考究し、あわせて我が国の公立学校教員評価制度への示唆的知見を提示する。 
	 これらの研究課題に接近するため、本研究では、教員評価制度に関連する各種資料及び

文献、さらに現地で行ったインタビュー調査の結果等を分析素材とした。主に、公的機関

による一次資料として、連邦議会や関連機関が発行する報告書、法規定、州法規定、委員

会規則、州議会議事録、専門委員会参考資料、関連機関による報告書、全米教員団体であ

る National Education Association (NEA) と American Federation of Teachers (AFT)による政策
綱領、発行するニュース、各州や学区支部による政策綱領、団体交渉に関わる議事録、合

意に関する覚書を用いた。さらに、関連する判決事例、新聞記事、インタビュー調査結果、

調査時に入手した資料（評価ハンドブック、評価ルーブリック、評価シート等）を用いた。

インタビュー調査の概要は以下に示す通りである。 
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２．構成と概要  
	 本研究の目的を達成するため、本論文は、序章、本論 6 章及び終章をもって構成してい
る。序章では、本研究の研究意図と研究方法について論じている。 
第 1 章では、米国における教員評価制度がいかに展開されてきたのか、如何なる評価理

論に基づき教員評価が実施されてきたのか、その変遷を明らかにした。 
第 2 章では、教育政策の中でも特に教員政策における連邦関与の特徴を分析し、連邦政

策が教員評価制度の発展にどのような影響を与えたのかを明らかにした。教員全体の職能

開発に関わる政策が連邦政府によって言及されたのは 1960年代以降であるが、連邦政府が
具体的に教員評価に関する政策を示したのは、1980年代になってからである。1990年代以
降、連邦政府による強力なイニシアティブのもと教員政策が法制化されたが、その最大の

特徴は、不利な状況にある生徒へのインプット重視の政策から全ての子どもの学力改善を

目指すアウトカム重視の政策へと転換が図られたことである。具体的に、教育スタンダー

ドの創設が進められ、各州レベルでスタンダードとテストに基づくアカウンタビリティ制

度の確立が進められ、教員の成果を生徒の学力テストで測定しようとする業績評価やそれ

らを報酬につなげるメリット・ペイが提案された。 
	 第 3章では、NCLB法下において、教員評価がどのように制度整備されていったのか、そ
の展開・発展過程を明らかにした。NCLB 法における教育政策は、スタンダードとアセス
メントに基づき、州や学区、学校に対してアカウンタビリティを果たすことを強く求める

ものであり、その際、核となる要素として教員の質保証が重要視され優秀教員の育成と確

保が強調された。なかでも、NCLB法の下、創設された TIFプログラムは、優れた教員に
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適切な報酬を提供することで教員集団に競争的インセンティブを導入し、教職全体の質向

上を図り、「優秀教員確保のためのインセンティブの導入を可能とする能力報酬に基づく給

与システムの改革」を提案するものであった。また、これらの政策は、教員の教育成果測

定の客観性と正確性を高め、成果に応じて専門職に見合った報酬を提供するという点で、

教職の専門職化を図ろうとするものであったとみることができる。同政策を受け、教育成

果を短絡的に報酬へと結びつけるのではなく、職能開発活動、組織としての指導体制、成

果の正確な測定を複合的に報酬へと結びつけた専門職化を促す教員報酬モデルが提案され

た。さらに、各州や各学区では経済的報酬をツールとして、教員の効果性に対する客観的

で妥当な測定機能を強化し、学校組織全体の再構造化を図り専門職としての協働性の構築

が促進された点は注目される。 
	 第 4章では、NCLB法の法的枠組みを前提として実施されたオバマ政権下における教員政
策のもと、各学区が教員評価制度をどのように展開しているのか、特に、専門職化を目指

す教員評価制度に如何なる影響を与えたのか、その様相を明らかにした。NCLB法において
教育成果に見合った教員報酬制度改革が進められたのに対し、RTTT政策では、教員の教育
成果の測定に焦点がおかれ、生徒の学力スコアを用いた評価指標の活用が義務づけられた。

さらに、評価結果について、報酬や昇格などの処遇やテニュアの付与、解雇など人事管理

や身分保障に関する事項に活用することを示した。これは、個々の教員に対し学力という

可視化された指標でアカウンタリビティを求める政策であったと言える。 
	 また、本章では、個人の職能成長を促進する個人型の職能開発プログラムを創設・展開

してきたデンバー学区を事例として取り上げ、RTTT 政策の与える影響について分析した。
ここで浮き彫りになった新しい教員評価制度の特徴は、同僚教員評価の導入と教員個人の

職能開発プランの作成、その際に活用される詳細な教員能力スタンダードの設置である。

年度当初に、達成すべき行動基準が示された能力スタンダードを用いて、焦点化する職能

開発領域を決定し、同僚教員からのフィードバックに基づいて、自身の教育実践の高度化

を図る仕組みが構築されている。特に、教員の職能開発の促進には同僚教員による評価が

効果的であると捉えられ、同僚教員による評価をベースに新しい教員評価制度が構築され

ているのは一つの特徴だと言える。一方で、同学区では、州法規定に基づき、評価指標の

50%は生徒の学力向上度を活用し、教員個人の貢献度や学校全体の学力測定を含む複合的な
測定が要求され、また、残りの 50%については、教員の能力指標に基づく実践力や専門的
力量の測定や、生徒の認識調査に基づく調査など複合的な指標によって、教員の能力測定

の実施が要求されている。ただ、生徒の学力向上度については、利用するデータの妥当性

などが問題となり、導入延期を含め測定方法や比率について各学区に裁量権を認める法案

が急遽成立され、デンバー学区では、2014 年度には活用されていない。デンバー学区にと
って、新しい教員評価制度は、同僚性の導入を促すものであったと言えるが、その一方で、

RTTT 政策において強く打ち出された生徒の学力成果に基づく教員の貢献度の測定につい
ては、導入が見送られるなど苦慮している様子が伺えた。RTTTによる教員政策は、各学区
の教員評価制度に大きな影響を与えるものであり、成果として評価できる側面も一部ある

ものの、やはり、大きな課題を含むものであったと言えよう。 
  第 5 章では、教員評価制度をめぐる近年の訴訟事例に着目しそこで展開される法的原理
を解明するとともに、これまで明らかにしてきた米国教員評価制度の運用実態を把握した。 
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オバマ政権による強力なイニシアティブの下、各州で学力テストを活用した教員評価制

度の整備が急速に実施される中、新しい教員評価制度をめぐる訴訟が展開されている。こ

れらの訴訟は、教員評価指標の妥当性をめぐるもの、教員の身分保障制度に関するもの、

教員評価の公表をめぐるものに大別される。本稿で取り上げた Cook v. Stewart訴訟では、学
力テストスコアの反映を全教員の評価に求める教員政策に対し、非テスト科目・非該当学

年担当の教員へのテストスコア活用の妥当性が問われた。本件に対する裁判所の判決は、

新制度下における非テスト科目・非該当学年担当の教員への学力テスト活用は、実体的デ

ュー・プロセスを侵害するものではなく、また平等保護の侵害も見当たらないというもの

であった。また、Vergara v. California訴訟では、生徒の権利保障という新たな視点から教員
の身分保障制度の妥当性が問われた。本判決では、教員の身分保障制度が生徒の教育の平

等保障を侵害するものであると判断され、教育の平等保障を質的な側面から担保する必要

性が認められた。教員評価の公表をめぐる訴訟では、情報公開法に基づき、学力テストス

コアの公表を認める判決が下されている。学力向上を至上命題とするオバマ政権下による

教員評価政策は、課題が指摘されたものの、司法上、全体的にこれを後押しする判決が示

されてきたと言える。 
第 6 章では、オバマ政権による連邦政策下においても、教職の専門職化の重要性を認識

し教員評価制度改革を進めたミネソタ州の事例を取り上げ、アカウンタビリティ・システ

ムの構築と専門職化の実現に向けた取り組み実態を明らかにした。 
  ミネソタ州がどのような経緯で新しい教員評価制度を創設し実施しているのか、法案の
審議過程、教員団体との団体交渉を分析した。連邦政府の推進する方針に忠実に従う内容

の HF945 法案では、生徒の学力成果で示される教育成果を重視し、その成果に基づき教員
給与や雇用が決定される仕組みが提案されたが、同法案に対し、教員の力量形成を促す支

援的な評価という点からは評価者に過重な負担を強いるものであり実現不可能であること

や学力テストへの偏った評価指標であり評価の妥当性に課題があることなどを批判する声

が上がった。しかし、各教員の成果を標準化された指標で測定することを企図した法案の

大枠については賛同する声が大きく、HF934 法案として、上院、下院の両院において通過
した。その一方で、注目されるのが、教員の力量形成を促す評価プロセスに関しては HF1173
法案として、別に提案された点である。ミネソタ州では、教員の力量形成を目指す評価報

酬システム（Q Comp）が実施され、その成果が一定認められてきた。最終的に、HF934法
案は廃案になり、HF1173法案に一部 HF934法案の内容を組み込む形で、教員評価に関する
法案が成立されたが、論争の種であった評価指標としての学力テストの活用についてはそ

の比重を下げ、他の評価指標を含めて教員の効果性を多面的側面から測定する仕組みが提

案された。 
	 法案の通過を受け、教員評価制度に関する州法規定が改正され、教員職能開発・評価制

度として新しい教員評価制度が提案された。“職能開発”という言葉が加えられている点から
も、職能開発のための教員評価制度であることがわかる。実際、インタビュー調査の中で

も、学区関係者や校長からはその点を強調する発言がみられた。具体的な内容は、テニュ

ア教員に対して 3 年サイクルの教員評価を実施すること、生徒の学力向上度を評価指標の
35%として活用することに加え、同僚教員評価を実施すること、専門職学習コミュニティ
（PLC）を構築すること、生徒へのサーベイ調査を含む多様な評価指標を用いることなどを
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規定するものであった。ミネソタ州では、Q-Comp実施により、教員間の協働性の構築が教
員の力量形成にとってどれほど有効であるかを学校や教員自身が実感する機会を有してい

たため、連邦政策を一部取り入れながらも、アカウンタビリティとしての教員評価制度の

構築ではなく、職能開発を主眼とする教員評価制度が設計されたといえる。 
	 また、教員契約に関する事項は団体交渉の項目とされるミネソタ州では、教員の雇用や

報酬などの関連する事項に関し、各学区が教員団体との交渉のもと、新しい教員評価制度

が創設されることになる。取り上げたミネアポリス学区では、教員評価制度創設に際し、

教員団体との交渉が影響を与えている様相が見受けられた。教員評価制度の具体的プロセ

スについては団体交渉の項目ではなく、学区教育委員会が作成することができるが、教員

評価結果を報酬や人事決定に活用する場合、団体交渉の対象となる。実際、ミネアポリス

学区では、総括的評価としての教員のランク付けや報酬決定への活用は認められていない。

教員評価制度のもつ総括的評価機能を強めたい学区教育委員会の意図と、教員の自律性を

確保しようとする教員団体の思惑が対立する中で、団体交渉等の双方向のやりとりを通し

て教員評価制度改革が進められている点は注目される。その一方で、議論の焦点が真に教

育効果の改善を目指すものであるかどうかには疑問が残る。例えば、2015 年度の団体交渉
を通し、MFT は、教員の資質向上における授業観察の有益さを認識しながらも、校長のリ
ーダーシップ強化に反対する立場として、校長による授業観察の回数の軽減を要求してい

る。学区教育委員会と教員団体が対立することにより、教員の専門性の観点からではなく、

政治的対立から教員評価制度改革が進められる可能性は否定できない。 
	 次に、教員評価制度の具体的な運用実態を明らかにするため、セントポール学区、ブル

ミントン学区の二つの事例を取り上げた。これらの事例から、ミネソタ州で具体的に展開

される教員評価制度は、形成的機能を重視した専門職的協働性を中心とする教員評価制度

であると言える。その特徴を整理すると以下の点が挙げられる。 
	 第一に、PLCや同僚教員観察を中心とした、形成的評価機能が充実している。3年サイク
ルの最終年度に実施される総括的評価機能よりも、毎年実施される形成的評価が重要であ

るとのインタビュー対象者の言葉が示すように、教員の職能開発に重点が置かれている。

例えば、PLC では、教員の教育実践を省察するデータとして、生徒の学力データや生徒の
サーベイ調査が用いられている。中でも、生徒の学力データは、専門家によりデーターベ

ースが構築され、教員らはデータベースにアクセスし、多様なデータを容易に入手するこ

とができる。教員らはそれらを利用して、実践した教育方略の直接的な効果を容易に測る

ことができる。また、教員の授業観察には、レベル別に行動指標が示された詳細な専門職

スタンダードが用いられ、客観的な授業観察が試みられている。教員の現段階の能力レベ

ルを評価者と確認した上で到達目標が立てられ、その達成状況が図られるため、自身の課

題が明示的である。 
	 第二に、教員評価制度は、職能開発プランの作成と PLC の構築の二つの方法で形成的機
能が重視されている。各教員は年度当初に個人目標を示した職能開発プランを作成し、日

常的な授業観察を通して、その達成が目指されている。また、PLC を通して、グループ目
標を示したプランが作成され目標達成が目指されている。つまり、個人レベル、グループ

レベルの各段階において、目標が明確にされ、職能開発が進められている。ただ、二つの

学区において、教員のサポート体制は異なる。例えば、ブルミントン学区による Q Comp
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型の教員評価制度では、日常的に職能開発活動を支援するのは Q Compコーチであり、同僚
性をベースにした形成的評価が実施されている。一方、セントポール学区による教員評価

制度では、形成的評価も学校管理職が担っており、学校組織全体による形成的評価体制が

構築されている。 
	 第三に、総括的評価への納得性が高い。いずれの学区においても、最終的評価として、4
段階による能力レベルが決定されている。最低レベル（Unsatisfied）の評価が続くと、テニ
ュア教員であっても、デュー・プロセスを経て、解雇される可能性もある。先に述べたよ

うに、形成的評価において妥当性や客観性の高いデータが用いられているため、最終年度

に総括として評価が決定される場合も、評価結果に対する不満は少ないようである。 
	 このように、連邦による教員の教育効果の測定を用いたアカウンタビリティ型の教員評

価政策が進められる中で、教育効果の測定結果を職能開発のためのツールに転換し、職能

開発型の教員評価制度として展開されている点がミネソタ州の教員評価制度の大きな特徴

であると言えよう。 
	 終章では、本論での論述を踏まえ、米国において展開されてきた教員評価制度の特質と

課題を指摘した上で、教員の力量形成を促す教員評価制度の可能性について言及した。同

制度の特質として以下の点を指摘することができる。 
	 第一に、各州の教員評価制度の発展に、連邦政府による教員政策が大きな影響を与えて

おり、「連邦政策の基軸性」が存在している点である。特に、近年、教育全体へのアカウン

タビリティの追求とともに、それを果たすための制度基盤の構築が、連邦主導で進められ

てきた。コモンコアなどの教育スタンダードの作成や統一の標準化テストの実施、教員の

教育成果の証明は、各州の自発的な取り組みとして展開されたわけではなく、連邦の教育

政策を受け、半ば「強制的」に進められてきたと言える。つまり、教員評価制度のアカウ

ンタビリティとしての機能は、連邦政府の関与で強化されてきた。その一方で、これらの

連邦による教員評価政策は、教職の専門職性の向上にも影響を与えている。分析対象とし

たミネソタ州の事例では、連邦政府によって示された教員評価政策を枠組みとし、教員に

求める能力を示した専門職スタンダードの創設やそれに依拠した建設的なフィードバック

の提供、教育実践を省察するための資料としての学力スコアの活用、教員へ指導助言を与

える指導者ポストの創設などが行われていた。つまり、連邦政府によって義務づけられた

教員評価政策を基軸とし、各学区の一定の自由裁量のもと、教員の資質能力施策としての

効果的な教員評価制度の創設が目指されていた。 
	 第二に、「州の制度枠組みと学区の運用実態に乖離」が看られる点である。ミネソタ州で

は、RTTTプログラムへの申請を機に、評価指標としての生徒の学力データの活用を義務付
けるための州法規定の改正を行った。そこでは、評価指標の 35%を学力データに基づくこ
とが義務付けられ、各学区は教員の教育成果の数値に基づく証明を求められた。しかし、

事例調査をした結果、生徒の学力データは教員の職能開発のためのデータ資料として活用

されており、いずれの学区においても評価指標の 35%としては活用していなかった。35%
は目安であり具体的に重み付けをしているわけではないとのインタビュー調査で得られた

発言を踏まえると、各学区では、州の制度枠組みの中で州政府が意図する以上に弾力的な

運用が行われていたと言える。 
	 第三に、各学区で展開された教員評価制度改革において、教員評価制度の有する「総括
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的評価機能の限界性」が看取された点である。連邦政策によって、テストデータを用いた

教員の教育成果の正確な測定と評価結果の報酬や人事雇用への活用が進められたが、各学

区での実施状況をみると、連邦政策の意図する通り改革が進められたわけではない。特に、

教員個人の成果に対する報酬には様々な課題が指摘され、その導入は進んでいない。また、

テストデータの活用をめぐり全米で訴訟が起こされる中で、先に触れたようにミネソタ州

では、テストデータを用いた教員の教育成果の正確な測定が教員の報酬や人事雇用に直接

的に活用されていたわけではなく、職能開発のためのデータとして活用されていた。教員

評価制度を通した教員へのアカウンタビリティの追求は教育現場に馴染まず、結果として、

形成的機能が重要視されている点は注目される。 
	 第四に、教員評価制度改革を通して、「学校組織の再編化」が図られている点である。教

員の能力改善には学校管理職よりも同僚教員などのリーダー教員による組織的な支援が必

要であると認識され、そのための組織構造の再編が図られている。TIFプログラムを中心に
教員報酬制度の改革が図られたが、経済的インセンティブは、能力成果に基づく報酬より

も、リーダー教員としての職責に対する報酬の有効性が認識された。教育成果が追求され

る教員評価制度の構築に合わせ、その成果を活用して職能開発を支えるリーダー教員ポス

トに対するニーズが広がっており、学校組織における総括的評価者である学校管理職と被

評価者である教員の対立的構図から、リーダー教員を加えた複合的組織構造へと再編が図

られた点は注目される。 
	 第五に、「教員間の協働性」が進められようとしている点である。事例調査を行なったミ

ネソタ州では、教員間の専門職学習コミュニティの構築が新しい教員評価制度のベースと

された。Q Comp実施を通して、教員間の協働性の重要さが浸透しつつあった同州では、新
しい教員評価制度の構築を、全学区へ教員間の協働性の構築を促す好機と捉え、職能開発

型の教員評価制度が展開された。また、それに対し、多くの教育関係者が好意的な評価を

示しており、新しい教員評価制度をツールとして、教員間に協働性の文化が根付きつつあ

る。 
	 第六に、「学区当局と教員団体の共同性」が効果的な教員評価制度の構築の鍵となってい

る点である。ミネソタ州の教員評価制度改革には、教員団体との団体交渉が影響を与えて

いた。職能開発型の教員評価制度が展開されているセントポール学区やブルミントン学区

では、教育行政当局と教員団体との間に対立的関係は見られず、教員評価制度は対話を通

した共同的関係の中で創設されたようである。これらの学区の事例は、学区と教員団体の

政治的対立は各主体の利益を中心とする議論を生じさせる恐れがあり、効果的な教員評価

制度の構築を目指し建設的な議論を展開させるには、学区と教員団体との共同性が重要と

なることの証左であろう。 
	 第七に、教員評価制度の創設に「教員団体による政治的思惑」が影響を与えている点で

ある。ミネアポリス学区で見られた学区当局と教員団体の労使交渉は、教員団体が政治的

思惑を抱えて関わろうとする典型例であったと言える。教員の雇用や報酬に関わる事項は、

団体交渉の項目であるとされているミネアポリス学区では、総括的機能を重視したい学区

当局と教員の自律性や自由を確保したい教員団体との対立が見られた。総括的評価への学

力スコアの活用や評価結果の教員の報酬や雇用決定への活用は、教員団体の反対を受け見

送られた。さらに、校長のリーダーシップの強化につながるとし、校長による授業観察の
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機会も軽減された。そこでの教員団体の対応は、効果的な教員評価制度の創設ではなく、

教員の身分保障や地位の維持などの政治的思惑を意図するものであったと言える。一方で、

先に述べたセントポール学区とブルミントン学区では、学区当局と教員団体が「効果的な

教育の提供」という同一の目的を目指し、政治性を止揚し協調性に基づく活動が展開され

ていた。つまり、効果的な教育制度の構築は教育行政当局と教員団体の「対立」ではなく

「対話」を通してこそ可能となるのではないだろうか。 
	 一方で、米国の教員評価制度改革を通して、以下のような課題も指摘される。 
	 第一に、教員の能力に関する概念がアウトカムを含めた多義的で多面的なものへとその

捉え直しが広がっていった一方で、今日展開される教育政策において、米国全体としては、

アウトカムの側面のみが過大注目され、教員の能力が教室内での指導や英語や数学などの

テスト科目の教育に矮小化されている点である。各州や自治体がこのような教員評価政策

を実際に展開していく中で、教員の効果性の概念とその測定方法の妥当性をめぐり、訴訟

が展開されている。本論で取り上げた Cook v. Stewart訴訟は、その代表的な事例であった。
フロリダ州では制度上、学力テストスコアの反映を全教員の評価に求めており、標準化テ

ストに該当する科目や学年に関わらず、全教員にテスト結果の適用が強いられている。キ

ャンベルが、教員の効果性は役割活動の範囲、教科の差異などを踏まえ差別化を測るべき

であると主張しているように、多様な差異を踏まえて効果性の測定を実施する必要がある。

州当局も、各学区に非テスト科目や非該当学年の教員に対する学力テストの作成を許可し

ており、評価方法に関してはその権限を各学区に委任している。しかし、財政的側面など

を理由に各学区が独自に学力テストを開発することは難しく、全教員の評価に州統一テス

ト結果を強引に活用しているのが実態であり、教員の能力測定の妥当性は十分に保証され

ていない。 
	 第二に、連邦政府による各州の教育政策への影響力が拡大している点である。RTTT政策
では、時間的制約のもと、教員団体との対話による教員評価改革ではなく、教育行政当局

による一方的な改革が進められた。ストロングは、効果的な教員評価制度の実施には、教

員に必要な能力や適切な評価ツールも重要であるが、同様に、政策の実施段階での教員と

の共同性を重要視している。このような主張を踏まえると、RTTT政策において、多くの州
で、十分な議論がなされず教育改革プランが作成された現状に鑑みると、連邦による教育

政策の影響力の強さが懸念される。教育は生徒と教員の相互作用を通じて提供されるもの

であり、各個人の有する個性や気質、組織の持つ風土や文化など多様な要素からの影響を

受け一進一退しながら進められる。教育に直接携わる関係者の実感や手応えをひろいなが

ら、丁寧に教育政策を進めるプロセスが重要であり、このような政策展開が保障されてい

る点が、各州が教育に関わる権限を有する米国の教育ガバナンスの特徴であった。連邦政

府が一定介入することにより米国全体の教育レベルの底上げを図ろうとする意図は理解で

きるが、各州による独自の教育政策展開が制限されないよう、連邦による介入の内容とそ

の程度には慎重な議論が要されるであろう。 
	 第三に、教員の身分保障の正当性が問い直されている点である。Vergara v. California訴訟
では、生徒の権利保障という新たな視点から教員の身分保障制度の正当性が問われた。そ

こで下された判決は、教員の身分保障制度は生徒の教育の平等保障を侵害するものであり、

教育の平等保障を質的な側面から担保する必要性が認められた。また、教員評価の公表を
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めぐる訴訟では、情報公開法に基づき、学力テストスコアの公表を認める判決が下されて

いる。公共は、教員の能力に対する直接の利害を有していると考えられ、標準化テストの

価値や客観的な教員の能力評価などを含む教育課題は政策決定者や公共の利害とみなすこ

とができるため、教員の能力評価に関する情報は公開されるべきであるとの見解が示され

た。これらの司法判断に鑑みると、これまで以上に教員は社会的応答性という視点での責

任が求められており、それらを踏まえた身分保障の在り方が問い直されていると言えるだ

ろう。 
	 第四に、教員の効果性概念に対する捉え直しが求められている点である。Vergara v. 
California 訴訟では、教育を受ける立場である生徒や保護者が州当局を訴えるという構図が
浮き彫りにされた。一連の教員法制改革は連邦政府主導によるトップダウンで進められて

きたが、教育を受ける立場の生徒から教員テニュア法の改正を求められた点からは、草の

根運動に教員法制改革が突き動かされるという新たな展開が見て取れる。またその背景に

は、利益団体の存在がある。Vergara v. California訴訟においても、利益団体からの全面的な
サポートが背景にあり、原告側の勝利は利益団体の存在無くしては達成できなかったと言

っても過言ではない。利益団体に加えて、メディアの存在も大きい。Morris Publishing Group, 
LLC v. Florida Department of Education訴訟や Mulgrew v. Board of the city school dist. of the 
City of New York訴訟では、メディアが教員評価に関する情報開示を求め教育当局を訴えて
いる。訴訟をめぐる動きの中で新しいアクターの存在が確認され、従来の教育ガバナンス

体制では説明されえない新たなガバナンス体制が生まれつつあると言える。教育をめぐる

アクターの捉え直しとともに、多様化する公共のニーズを踏まえたアカウンタビリティが

必要であろう。 
	 米国では、NCLB法以降、連邦政府のイニシアティブにより、学力向上を命題として、総
括的機能が強化された教員評価制度が広がりつつあると認識されてきた。確かに、上述の

課題でも指摘しているように、学力スコアの活用や評価結果の公表をめぐり、全米で訴訟

が起こされている点から、アカウンタビリティが強く求められている側面は否定できない。

一方で、ミネソタ州の取り組みに目を向けると、教員評価制度を職能開発につなげようと

する姿勢が看取された。学校組織のリーダーである校長は、教員の専門性の向上を促進さ

せる責務を実感しており、そのための方策を模索していた。また、教員は、自身の職能向

上を求めてそのための機会を必要としていた。そのような状況下で、評価の持つ形成的機

能は校長や教員の専門職としてのニーズに応えるものであり、形成的機能を効果的に利用

したミネソタ州の教員評価制度は教職の専門職性を促すものであったと言えよう。連邦制

国家である米国では、各州によって、多様な教育改革が展開されていることは周知である

が、連邦政府によるイニシアティブが強まる中で、専門職性を促進させる「支援的な教員

評価制度」が独自に展開されている点は注目に値する。 
	 教育成果に対する社会的期待が高まり、教員の効果性を学力成果という客観的で限定的

な指標で可視化しようとする動きは米国に限ったことではない。わが国でも近年、全国学

力テストの実施やその公表をめぐり多様な議論が展開されている。教育において新たなア

クターが登場する中で、今一度、専門職としての教職のあり方が問われているのではない

だろうか。その中で、米国の教員評価制度をめぐる一連の改革は、わが国の教員評価制度

に対して、一つの示唆を提供してくれているのではないだろうか。 
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